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小笠原諸島における海岸漂着物対策推進計画改定 新旧対照表 

 

【計画本編】 

改 定 案 
赤文字下線：追加又は修正部分 

現   行 
赤文字下線：修正又は削除部分 

Ⅰ 小笠原諸島における海岸漂着物対策推進計画の基

本的事項 

１ 計画策定の趣旨 

（現行のとおり） 

このため、東京都（以下「都」という。）は、平成

21 年 7 月 15 日に公布・施行された「美しく豊かな自

然を保護するための海岸における良好な景観及び環

境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関す

る法律（平成 21 年法律第 82号）」（以下「平成 21 年

海岸漂着物処理推進法」という。）に基づき、小笠原

諸島における海岸漂着物対策（海岸漂着物処理推進法

第 1 条に定めるものをいう。以下同じ。）を総合的か

つ効果的に推進するため、「小笠原諸島における海岸

漂着物対策推進計画」を策定した。 

 

２ 令和６年度計画改定の趣旨 

平成 21 年海岸漂着物処理推進法施行後も、我が国

の海岸には、国内外から流れてきた多くの海岸漂着物

が存在し、また我が国の沿岸海域において漂流し、又

はその海底に存するごみその他の汚物又は不要物（以

下「漂流ごみ等」という。）が船舶の航行の障害や漁

業操業の支障となっている。これらの海岸漂着物等は

海洋の環境に深刻な影響を及ぼしており、海岸漂着物

対策に係る国際連携・協力の必要性が高まっている。 

このような状況を受け、「美しく豊かな自然を保護

するための海岸における良好な景観及び環境の保全

に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の

一部を改正する法律（平成 30年法律第 64 号）」（以

下「海岸漂着物処理推進法」という。）が平成 30 年６

月 22 日に公布・施行され、同法の改正を受け、「海岸

Ⅰ 小笠原諸島における海岸漂着物対策推進計画の基

本的事項 

１ 計画策定の趣旨 

（略） 

このため、都は、平成 21 年 7月 15 日に公布・施行

された「美しく豊かな自然を保護するための海岸にお

ける良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等

の処理等の推進に関する法律（平成 21 年法律第 82

号）」に基づき、小笠原諸島における海岸漂着物対策

（海岸漂着物処理推進法第 1条に定めるものをいう。

以下同じ。）を総合的かつ効果的に推進するため、「小

笠原諸島における海岸漂着物対策推進計画」を策定し

た。 

 

 

 

 

 

 

２ 計画改定の趣旨 

海岸漂着物処理推進法施行後も、我が国の海岸には、

国内外から流れてきた多くの海岸漂着物が存在し、ま

た我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に

存するごみその他の汚物又は不要物（以下「漂流ごみ

等」という。）が船舶の航行の障害や漁業操業の支障

となっており、海洋の環境に深刻な影響を及ぼしてい

る。 

 

このような状況を受け、「美しく豊かな自然を保護

するための海岸における良好な景観及び環境の保全

に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の

一部を改正する法律」（平成 30 年法律第 64 号）（以

下「海岸漂着物処理推進法」という。概要は資料編 1

ページ参照）が平成 30 年６月 22 日に公布・施行され、
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漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基

本的な方針」（以下「国の基本方針」という。）の変

更が令和元年 5 月 31 日に閣議決定された（概要は資

料編 1 ページ参照）。漂流ごみ等が新たに法の対象と

なり、海洋プラスチックごみ対策としての 3R（リデュ

ース、リユース、リサイクル）の推進等による発生抑

制、マイクロプラスチック（微細なプラスチック類で、

一般に５mm 以下のものをいう。）の対策等についても

盛り込まれた。 

これらの背景や法律改正を受け、都は、平成 25 年に

策定した小笠原諸島における海岸漂着物対策推進計

画について令和６年５月に一部改正を行った。また、

更なる海岸漂着物対策の推進のため、重点区域海岸の

見直しや都の施策を盛り込む形で、必要な改定を実施

する。 

 

３ 計画の位置付け 

本計画は、海岸漂着物処理推進法第 14 条の規定に

より都が作成する地域計画であり、これは、令和元年

5 月 31 日閣議決定された国の基本方針に基づくもの

である。 

 

 

 

４ 対象範囲 

（現行のとおり） 

 

５ 対象とする海岸漂着物等 

（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漂流ごみ等が新たに法の対象となった。 

これらの背景や法律改正を受け、都は、平成 25 年に

策定した小笠原諸島における海岸漂着物対策推進計

画について見直しを行い、必要な改定を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の位置付け 

本計画は、海岸漂着物処理推進法第 14 条の規定によ

り都が作成する地域計画であり、これは、令和元年５

月 31 日閣議決定された「海岸漂着物対策を総合的か

つ効果的に推進するための基本的な方針（変更後）」

（以下「基本方針」という。）（基本方針概要は資料

編 2 ページ参照）に基づくものである。 

 

４ 対象範囲 

（略） 

 

５ 対象とする海岸漂着物等 

（略） 
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６ 計画策定及び改定のフロー 

 

 

図 小笠原諸島の位置 

（現行のとおり） 

 

Ⅱ 海岸漂着物等の現状及び対策の実施状況と課題 

１ 小笠原諸島の海岸の概要 

小笠原諸島沿岸の海岸総延長は 302.8km であり、海

岸の所管は主に都が管理する港湾区域、漁港区域、一

般公共海岸区域、林野庁が管理する国有保安林及び保

安林以外の国有林（海岸の土地の占有者）に分けられ

る。なお、小笠原諸島の海岸保全区域は国が直轄管理

する沖ノ鳥島（海岸延長約 11km）がある。 

「伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画改定」（平成29年、

東京都港湾局）等より作成 

 

（１）気候 

小笠原諸島の気候区分は主に亜熱帯に位置する。気

温の変化が少なく、父島の年平均気温平年値は 

23.4℃ 、降水量平年値は年間 1,296.1 ミリである。 

「管内概要」（令和 6 年、東京都小笠原支庁）等より作成 

６ 計画策定までのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 小笠原諸島の位置 

（略） 

 

Ⅱ 海岸漂着物等の現状及び対策の実施状況と課題 
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（２）海象 

小笠原諸島の海面水温は、1 年間のうち最も低温と

なる３月でも 19.7℃程度であり、最も高温となる 7 月

～9 月は 27℃を超える。また、海水浴の適温 （23℃以

上）の期間が 5 月～12 月の 8箇月間にも及ぶ。 

「伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画改定」（平成29年、

東京都港湾局）より作成 

 

（３）地形・河川 

小笠原諸島は、4,800 万年前に太平洋プレートが沈

み込みを開始したことによって、海洋地殻の上に誕生

した海洋性島弧である。父島の千尋岩、母島の大崩湾

等の海食崖、岬や小島しょ群の岩塔や岩礁等の海食地

形が特色のある景観を構成している。小笠原諸島で

は、無人岩（ボニナイト）が、千尋岩など父島南部と

初寝浦、長崎展望台・宮之浜など同島北東部、兄島や

西島の全域等に広く分布しており、太平洋プレート沈

み込み初期の海底火山の活動の証拠となっている。河

川に関しては、父島には二級河川八ツ瀬川が流れてい

る。 

「伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画改定」（平成29年、

東京都港湾局）等より作成 

 

（４）公園等 

小笠原諸島の海浜部における法令等で定める公園

等は下表のとおりである。小笠原諸島のうち聟島列

島、父島列島、母島列島、北硫黄島は「自然公園法」

（昭和 32 年法律第 161 号）に定める「国立公園」、南

硫黄島は「自然環境保全法」（昭和 47 年法律第 85 号）

に定める「原生自然環境保全地域」、南島および南硫

黄島は「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）に

定める天然記念物、小笠原群島、西之島、北硫黄島、

南鳥島は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律」（平成 14 年法律第 88 号）に定める「鳥

獣保護区」等に指定されている。 

また、小笠原諸島は小さな海洋島における生物の進

化を示す典型的な見本として世界的な価値を持つこ

とが認められ、平成 23 年 6 月に「世界の文化遺産及

び自然遺産の保護に関する条約」に基づきユネスコに
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より「世界自然遺産」に登録されている。世界自然遺

産の区域は、聟島列島、父島列島、母島列島、火山列

島、西之島の陸域と父島及び母島の周辺海域の一部か

らなり、面積は 7,939 ha となっている。 

小笠原村ウェブサイト（令和６年 12 月参照）、東京都環境

局ウェブサイト（令和６年 12 月参照）、「日本の国立公園」

（環境省ウェブサイト、令和６年 12 月参照）、「管内概要」

（令和 6年、東京都小笠原支庁）等より作成 

 

表 法令等で定める公園等【小笠原諸島】 

 

 

 

図 小笠原国立公園・世界自然遺産区域 

 

 

（５）港湾・漁港 

小笠原諸島には地方港湾の二見港、沖港と、第 4 種
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漁港の二見漁港、母島漁港がある。 

本土と同諸島を結ぶ交通の拠点でもある二見港は、

父島の西側の二見湾内に位置する静穏で安全な天然

の良港であり、周辺海域の避難・補給基地等としての

役割も担っている。二見湾内の最奥部にある二見漁港

は年間を通じて比較的気象、海象の影響が少なく、地

元漁船の拠点漁港であるとともに、周辺海域で操業す

る漁船の避難漁港として利用されている。母島の南西

部に位置する沖港は、母島と父島を結ぶ海上交通の結

節点となっている。母島漁港は母島の北東部の東港及

び北港（湾の名称）にある天然の湾形を利用した漁港

であり、周辺海域で操業する漁船の避難漁港等として

の役割を担っている。 

「管内概要」（令和 6 年、東京都小笠原支庁）等より作成 

 

 

図 小笠原の漁港 

 

（６）景観・レクリエーション 

小笠原諸島には大村海岸、小港海岸、宮之浜、御幸

之浜をはじめとする多くの浜が広がり、サンゴ礁や豊

かな生物相、美しい景観を楽しむことができるととも

に、海水浴やシュノーケリングなどに利用されてい

る。海岸を望む景観地として、父島では千尋岩、ウェ

ザーステーション展望台や長崎展望台、母島では眼下

に南崎のサンゴ礁を望む小富士、夕日スポットである

サンセットシアターなど、多くのスポットが存在す

る。また、周辺の海はダイビング、シーカヤック、フ

ィッシング、ホエールウォッチングなど、豊かな海の

資源を活用したレクリエーションの場となっており、

多くの観光客が訪れている。 

「小笠原国立公園 見どころガイド」（環境省ウェブサイ

ト、令和 6 年 12 月参照）、「母島観光案内」（小笠原村ウェ

ブサイト、令和 6 年 12 月参照）、現地調査結果より作成 
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（７）動植物・生態系 

小笠原諸島は島の誕生以来、一度も大陸と地続きに

なったことがなく、動植物が隔離された状態で進化し

てきたため、他の地域では見られない固有種が数多く

存在しており、植物では自生種の約 5 割が固有とされ

ている。 

また、小笠原諸島の野生生物には学術上貴重なもの

が多く、個体数が少ないなど保護が必要とされる多数

の動植物が、天然記念物や国内希少野生動植物種など

に指定されている。レッドデータブック東京では植物

168 種、哺乳類 2 種、鳥類 33種、爬虫類 6 種、魚類 30

種、昆虫類 276 種、甲殻類 13 種、クモ類 12 種、貝類

88 種の計 628 種を都の保護上重要な野生生物種とし

て定めており、海岸付近に生育・生息するオガサワラ

アザミ（植物：準絶滅危惧）やイソフジ（植物：絶滅

危惧ⅠA 類）、オガサワラスナハキバチ父島母島亜種

（昆虫類：準絶滅危惧）・聟島亜種（情報不足）、イ

ケダメンハナバチ（昆虫：絶滅危惧Ⅱ類）、オガサワ

ラツヤバチ（昆虫類：絶滅危惧Ⅱ類）、ヤシガニ（甲

殻類：情報不足）等の多数の種が指定されている。 

小笠原諸島はコアホウドリ、クロアシアホウドリ、

カツオドリ等の多くの海鳥類の繁殖地となっている。

また、アオウミガメは日本最大、世界有数の繁殖地と

なっている。 

陸産貝類は 100 種以上が知られているが、固有種が

90％以上を占めている。いずれの固有種も父島を中心

に近年減少しており、保護対策を進めている。 

小笠原諸島の植物にも固有種が多く、小笠原諸島に

自生する維管束植物の 40％あまりが固有種と考えら

れ独自の生態系を構成している。特にミカン科シロテ

ツ属やキク科ワダンノキ属は属レベルで固有とされ

ている。海岸付近から主稜線に至るまでの急傾斜の乾

燥した岩礫地にはシマシャリンバイ、オガサワラビロ
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ウ、ヤロードなどを主としたシマシャリンバイ低木林

が成立している。一方、小笠原諸島の海岸林はオオハ

マボウ、クサトベラ、テリハボク、モモタマナ、ハス

ノハギリなどの汎熱帯性樹種が中心となるが面積は

狭い。 

「動植物」（小笠原村ウェブサイト、令和 6年 12 月参照）、

「小笠原 W 国立公園指定書及び公園計画書」（平成 21年、環

境省）、「レッドデータブック東京 2014～東京都の保護上重

要な野生生物種（島しょ部）」（平成 26 年、東京都環境局）、

「自然公園」（環境省ウェブサイト、令和 6年 12 月参照）等

より作成 

 

２ 海岸漂着物等の現状 

小笠原諸島のうち７島（父島、兄島、弟島、母島、

聟島、媒島、嫁島）において、153 地点で海岸漂着物

等の現存量調査を平成 22年 11 月～12 月に行い、40 地

点を重点区域海岸に設定した（重点区域海岸について

は、Ⅳ 海岸漂着物等の円滑な処理対策を参照）。さ

らに令和 6 年 10 月には、調査要望のあった 6 地点の

追加調査を行った。ごみの量は下表の被覆率法により

評価した。 

平成 22 年調査では全 153 地点中、「漂着物がない

か少ない」という評価Ⅰの海岸が 62 地点で最も多く、

ⅣやⅤと評価された地点はそれぞれ 0 地点、10 地点と

少なかった。令和 6 年調査でも、全 6 地点中、評価Ⅰ、

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの海岸がそれぞれ 2 地点、1 地点、2 地点、

1 地点であり、Ⅴと評価された地点はなかった。 

以上のことから、小笠原諸島における単位面積当た

りの漂着物量は一般的に海岸漂着物等が大きな問題

となっている日本海側の沿岸地域などと比べると少

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 海岸漂着物等の現状 

小笠原諸島のうち７島（父島、兄島、弟島、母島、

聟島、媒島、嫁島）において、海岸漂着物等の現存量

調査を行った（平成 22 年 11 月から 12 月まで）。調査

の結果把握された海岸漂着物量の分布を次ページ以

降に示す。 

海岸漂着物量の評価区分は被覆率法による５段階評

価を実施したが、全 153 地点中、「漂着物がないか少

ない」という評価（Ⅰ）の海岸が 62 地点で最も多く、

ⅤやⅣと評価された地点はそれぞれ 0 地点、10 地点と

少なかった。 

 

 

 

 

以上のことから、小笠原諸島における単位面積当た

りの漂着物量は一般的に海岸漂着物等が大きな問題

となっている日本海側の沿岸地域などと比べると少
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ないと考えられる。 

ただし、回収活動が行われている海岸については、

回収の実施により漂着物量が低く評価されているこ

とも想定される。 

 

表 海岸漂着物量の評価区分と現存量調査における地

点数 

 

 

調査の結果把握された海岸漂着物量の分布を次ペ

ージ以降に示す。 

 

 

図 聟島列島・弟島における漂着物の量（被覆率法）

ないと考えられる。 

ただし、回収活動が行われている海岸については、

回収の実施により漂着物量が低く評価されているこ

とも想定される。 

 

表 海岸漂着物量の評価区分と現存量調査における地

点数 

 

 

 

 

 

 

 

図 聟島列島・弟島における漂着物の量（被覆率法） 
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図 兄島・父島・南島における漂着物の量（被覆率法） 

 

 

図 母島における漂着物の量（被覆率法） 

 

３ 海岸漂着物の種類 

（１）自然系/人工系の割合 

（現行のとおり） 

 

 

図 兄島・父島における漂着物の量（被覆率法） 

 

 

図 母島における漂着物の量（被覆率法） 

 

２ 海岸漂着物の種類 

➀自然系/人工系の割合 

（略） 
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図 漂着物全体量の自然系及び人工系の容積割合 

[本計画の平成 25 年度策定時調査結果より] 

 

（２）人工系漂着物の材質別割合 

（現行のとおり） 

図 人工系漂着物の材質別割合 

[本計画の平成 25 年度策定時調査結果より] 

表 人工系漂着物の材質別の区分 

[本計画の平成 25 年度策定時調査結果より] 

 

（３）人工系漂着物の産業別割合 

（現行のとおり） 

表 人工系漂着物の材質別の区分 

[本計画の平成 25 年度策定時調査結果より] 

表 人工系海岸漂着物の発生源を考慮した産業別区

分 

[本計画の平成 25 年度策定時調査結果より] 

 

（４）海外由来の漂着物 

現存量調査において、海外由来のものと判別が可能

であった漂着物（ペットボトル、ポリタンク等）につ

いて個数調査を行った。その結果、国籍別の割合は、

中国が約半数、次いで台湾、韓国の順に多かった。こ

れら３地域で海外由来漂着物の 8 割程度を占めてい

た。 

なお、環境省事業における調査分析においては、小

笠原諸島における海岸漂着物のうち、海外由来と判別

可能なものは 10％程度であり、国籍別で見ると中国

（６割以上）、台湾、韓国の３地域で全体の約９割を

占めるという結果となっており*、現存量調査と同様

の分析がなされている。ただし、漂着物は由来不明な

ものが多く、海外由来の割合はさらに多いかもしれな

い。 

*「平成 24 年度マリンワーカー事業小笠原群島周辺属島環境

美化清掃業務報告書」（平成 24 年、環境省）より引用  

 

図 現存量調査における海外由来漂着物の国籍別割

合（個数） 

[本計画の平成 25 年度策定時調査より] 

図 漂着物全体量の自然系及び人工系の容積割合 

 

 

②人工系漂着物の材質別割合 

（略） 

 

図 人工系漂着物の材質別割合 

 

表 人工系漂着物の材質別の区分 

 

③人工系漂着物の産業別割合 

（略） 

表 人工系漂着物の材質別の区分 

 

表 人工系海岸漂着物の発生源を考慮した産業別区

分 

 

 

④海外由来の漂着物 

現存量調査において、海外由来のものと判別が可能

であった漂着物（ペットボトル、ポリタンク等）につ

いて個数調査を行った。その結果、国籍別の割合は、

中国が約半数、次いで台湾、韓国の順に多かった。こ

れら３地域で海外由来漂着物の 8 割程度を占めてい

た。 

なお、環境省事業注）における調査分析においては、

小笠原諸島における海岸漂着物のうち、海外由来と判

別可能なものは 10％程度であり、国籍別で見ると中国

（６割以上）、台湾、韓国の３地域で全体の約９割を

占めるという結果となっており、現存量調査と同様の

分析がなされている。ただし、漂着物は由来不明なも

のが多く、海外由来の割合はさらに多いかもしれな

い。 

注）「平成 24 年度マリンワーカー事業小笠原群島周辺属島環

境美化清掃業務報告書」 

 

図 現存量調査における海外由来漂着物の国籍別割

合（個数） 

 



資料 2-2 

12 

４ 海岸漂着物対策の実施状況と課題 

（１）回収・処理の実施状況 

小笠原諸島における海岸漂着物等の回収活動は、住

民、事業者、民間団体及び NPO など（以下「住民等」

という。）の様々な主体が、海岸管理者等からの委託、

ボランティア活動、行政や民間の財団からの補助によ

り実施している。こうした活動により回収された海岸

漂着物等の収集・運搬・処分（海上運搬・島外処理）

の一部を小笠原村が海岸管理者等からの委託により

行っている。回収量は下表のとおりである。 

 

 

図 小笠原諸島での海岸漂着物等の回収量 

 

小笠原諸島で回収される海岸漂着物等は、プラスチ

ック類、金属、ガラス類、危険物、流木などの自然物、

その他に分別され、その多くは塩分を含んだプラスチ

ック類の漁具や魚網・ロープ、容器などが占めている。 

そのため、プラスチック類の海岸漂着物等は、小笠

原村の一般廃棄物焼却施設での焼却処理が困難であ

り、基本的に島外へ搬出し、本土で処理している。 

 

 

図 小笠原諸島における海岸漂着物等の処理の流れ 

 

 

 

３ 海岸漂着物対策の実施状況と課題 

（１）回収・処理の実施状況と課題 

小笠原村における海岸漂着物等の回収活動は、住

民、事業者、民間団体及びＮＰＯなど（以下「住民等」

という。）の様々な主体が、ボランティア活動、行政

からの委託、行政や民間の財団からの補助により実施

している。こうした活動により回収された海岸漂着物

等の収集・運搬・処分（海上搬送に係る費用負担を含

む。）を小笠原村が行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小笠原村では、一般廃棄物の焼却処理施設として父

島クリーンセンターが稼動しているが、小笠原諸島で

回収される海岸漂着物等にはプラスチック系の漁具

や魚網・ロープ類が多くを占め、これらは父島クリー

ンセンターでの処理が困難であるため、これまで小笠

原村は多くの海岸漂着物等を島外へ搬出し、本土で処

理してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 小笠原諸島における海岸漂着物等の処理の流れ 

 

 

 



資料 2-2 

13 

 

公益財団法人東京都環境公社より提供 

共勝丸（廃棄物収集運搬船）への海岸漂着物等の積込

みの様子 

 

海岸漂着物等の回収については、海岸管理者等を主

体とした回収のみならず、漁業協同組合、NPO、教育機

関等による自主的な回収活動が小笠原諸島の幅広い

エリアで行われている。また、「（3）環境教育・普及

啓発の実施状況」に記載しているとおり、環境教育や

普及啓発活動と併せた清掃活動も多く行われ、漂着ご

みの回収自体が住民等や様々な主体の意識醸成に貢

献している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の表に、現地ヒアリング調査等で把握できた父

島、母島等における住民等による回収の実施状況を示

す。このように、小笠原諸島では活発な自主的回収活

動が行われていると言える。 

 

表 回収の実施状況（平成 22 年度調査時） 

 

 

No   実施主体 回収場所 回収頻度・時期 概要 

1 

父
島 

 

東京都 
産業労働局 

父島（東海岸、北初寝
浦） 
兄島（万作浜、ウグイ
ス浜） 
弟島（黒浜）など 

年４回・ウミガ
メの産卵前 

（過去 20 年程
度継続実施） 

海亀産卵場及び生息水域環境

保全業務委託。ウミガメの資源

管理のため、ウミガメの産卵浜

において海岸清掃を実施。船で

しか行けない場所を対象 

2 父島漁業集落 聟島列島 
年３回程度・6
～7 月（過去５
年間継続実施） 

離島漁業再生支援事業（水産

庁）。漁業集落活性化を目的と

した交付金により海岸清掃を

実施 

3 小笠原村商工会 

父島（大村海岸、小港
海岸、釣浜、宮之浜、
洲崎、境浦、製氷海岸
など） 

月 1 回 
（月 1 回の頻度 
では過去 2 年間 
実施） 

商工会青年部の活動として実

施。村民便りでボランティア参

加者を募集、20 名程度の参加が

ある。 

(注)H24 現在活動実績なし 

4 自衛隊 父島（大村海岸西側） 夏前など 

大村海岸は自衛隊の基地内で

はないが、水泳訓練で使用する

ため、隊員による清掃を行って

いる。商工会のビーチクリーン

に合わせることもある。 

5 
小笠原村観光協
会 

父島 年 1 回・６月頃 
加盟している事業者に協力を

依頼し、観光客の利用の多い海

岸を５箇所程度実施 

6 
NPO 小笠原野生生
物研究会 

兄島（ウグイス浜、キ
ャベツビーチ）、弟島 

年 3 回 
（H21 実績） 

一般財団法人自然公園財団か

らの補助金により実施 

7 
NPO 小笠原野生生
物研究会 

父島（東海岸、中海岸） 
兄島（滝之浦、万作浜） 
西島 

年 6 回 
（H21 実績） 

一般財団法人セブンイレブン

記念財団からの補助金により

実施 

8 

環境省 
 
(関東環境地方事
務所) 

父島（小港、八瀬川、東

海岸、中海岸、西海岸、

天之浦、北初寝浦、初寝

浦、石浦） 

兄島（滝之浦、キャベツ

ビーチ、タマナビーチ、

万作浜） 

※H21 のみ：西之島 

※H22 のみ：父島(二業

地、松山海岸、洲崎海岸) 

各海岸 1回/年 
（H21、H22 実

施） 

海鳥の繁殖地及びアオウミガ

メの産卵地保全のため、小笠原

国立公園内の海岸部に散在す

る漂着物の回収及び処分を行

う。また、小笠原諸島の自然環

境を保持することを目的に各

島の海岸部においても清掃活

動を実施(事業名:「グリーンワ

ーカー事業」(H24 からは「マリ

ンワーカー事業」)) 

9 
NPO 法人 
小笠原クラブ 

H20 境浦 
H21 扇浦 
H22 釣浜 

年 1 回・10 月 

ふるさと清掃運動会という活

動に参画し、毎年体育の日に商

工会と共同で、これまで 4 年継

続して海岸清掃を実施 

10 

 
小笠原小学校・中
学校 

父島（製氷海岸） 年 1 回 

ウミガメについての総合学習

の中で海岸清掃を実施。小学校

5 年生は１年間のプログラム。

海洋センターが協力 

11  小笠原高校 兄島（滝之浦） 年 1 回 
滝之浦における野外活動の一

環として海岸清掃を行う。 

12  サーファー団体 焼場海岸、初寝浦等 不定期 
ごみ袋等は観光協会から支援

を受けて実施 

13 

父
島 

ダイビング業者 不定 不定期 
漂流・漂着にかかわらず、ダイ

ビングツアーの途中で発見し

たものを回収 

14 個人漁業者 不定 不定期 
漂流・漂着にかかわらず、漁の

途中で発見したものを回収 

15 個人漁業者 
父島 
（二見漁港区域内海岸） 

不定期 
漁業活動に支障が生じないよ

う漁業者が自主的に回収 

16 修学旅行生 父島（釣浜）   
修学旅行での環境教育プログ

ラムの一環として実施 
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（２）回収・処理の課題 

回収・処理における主な課題を以下に示す。 

・集落地から陸路でアクセスが可能な海岸が限られて

おり、その他の海岸は船によるアクセスが必要とな

ることから、ボランティア活動による回収には限界

がある。 

・海岸漂着物等のほとんどは島外へ搬出し、本土で処

理しており、海上運搬費用が必要になるなど、離島

地域特有の課題を抱えている。 

・海岸管理者等からの委託や住民等によるボランティ

ア活動など、様々な実施主体によって回収活動が行

われている。各主体間の協力体制や連携した取組を

充実させることにより、更に効果を上げることが期

待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  
小笠原スキュー
バー・ダイビング
安全対策協議会 

青灯台 年 1 回程度 
海水浴前に海中ごみの清掃を

行うもの 

18  有志団体 父島集落周辺の浜   子供たちによる清掃活動 

19 

母
島 

 

東京都 
産業労働局 

母島 
平島、向島 

  

海亀産卵場及び生息水域環境

保全業務委託。ウミガメの資源

管理のため、ウミガメの産卵浜

において海岸清掃を実施。船で

しか行けない場所を対象 

20 
小笠原母島漁業
協同組合 

妹島、姪島、姉島   
村及び東京都の事業によるも

の 

21 母島漁業集落 
母島 
（猪熊湾、万年青浜） 

  

離島漁業再生支援事業（水産

庁）。漁業集落活性化を目的と

した交付金により海岸清掃を

実施 

22 
小笠原母島観光
協会 

母島（前浜、脇浜、北
港、南京浜、御幸之浜
など） 

夏の繁忙期前 
商工会青年団、婦人会等に呼び

かけ。漁協の活動に協力するこ

ともある。 

23 母島小・中学校 母島（前浜） 年 3 回程度 
全校生徒・教職員による集落地

における美化活動の一環とし

て実施 

24 
南
鳥
島 

自衛隊、気象庁 南鳥島 
年 1～2 回程度 
6 月と 9～10 月 

現地駐在する職員で協力して

海岸清掃を行うもの 

 

【回収・処理の課題】 

・集落地から陸路でアクセスが可能な海岸が

限られており、その他の海岸は船によるア

クセスが必要となることから、ボランティ

ア活動による回収には限界がある。 

・海岸漂着物等の多くは、小笠原村内の処理

施設での処理が困難なものが多く、海上運

搬費用及び中間処理委託費用が必要になる

など、離島地域特有の課題を抱えている。 

・住民等によるボランティア活動や行政から

の委託など、様々な実施主体によって回収

活動が行われているが、各主体間の協力体

制が十分とは言えない。 
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図 回収対策の実施状況（聟島列島・父島列島） 

 

 

図 回収対策の実施状況（母島列島） 

 

 

 

<コラム> ボランティアによる回収 

小笠原諸島では、定期的な回収活動以外

にも、住民等のボランティアによる回収活

動が活発に行われている。また、漁業者

や、カヤック、サーフィン、カヌー、ダイ

ビング関連の事業者が、漂流ごみ・漂着ご

みを操業中に自主的に回収している。住民

等が回収したごみは、海岸近くのごみの一

次集積場所に置かれ、後日、海岸管理者等

からの委託により小笠原村が回収してい

る。 
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（３）環境教育・普及啓発の実施状況 

小笠原村では、平成 6 年に屋外のごみ箱を全て撤去

して以来、屋外で発生するごみは､民宿･ホテルシッ

プ･自宅等への持ち帰り徹底を継続して推進してい

る。また、ごみの分別や資源リサイクル促進の徹底な

ども積極的に行われている。これらの取組について

は、住民等だけでなく、観光客に対しても積極的な働

きかけが行われている。 

そのような中で、海岸漂着物等の発生抑制を目的と

した普及啓発活動としては、環境教育が小学校、中学

校、高校と各段階で継続的に行われ、総合学習の一環

としての海洋ごみに関する授業を実施している。ま

た、行政機関、NPO、事業者等との協働により住民を巻

き込んだ海岸清掃が行われている。 

また、都では「TOKYO 海ごみゼロアクション」の活

動を行っている。特設サイトにより、海ごみの現状や

海ごみを減らす取組の紹介など東京の海ごみ問題を

わかりやすく情報発信することで普及啓発を行って

いるほか、行政機関、NPO 等と協働して清掃イベント

を行っている。 

 

 

 

 

（４）環境教育・普及啓発の課題 

今後、来島者に対する情報発信をさらに強化すると

ともに、子供から大人まで幅広い年齢層を対象として

海岸漂着物等の様々な課題と対応策を学び、自らの行

動につなげる機会を増やすことにより、海岸漂着物等

に係る発生抑制や、海岸清掃の取組を促進していくこ

とが望まれる。 

（２）環境教育・普及啓発の実施状況と課題 

小笠原村では、平成 6 年に屋外のごみ箱を全て撤去

して以来、屋外で発生するごみは､民宿･ホテルシッ

プ･自宅等への持ち帰り徹底を継続して推進してい

る。また、ごみの分別や資源リサイクル促進の徹底な

ども積極的に行われている。これらの取組について

は、地元住民だけでなく、観光客に対しても積極的な

働きかけが行われている。 

そのような中で、海岸漂着物等の発生抑制を目的と

した環境教育・普及啓発活動としては、ウミガメの保

全に関する総合学習の一環としての授業の実施や漂

着物展の開催などが行われている。環境教育に関して

は、小学校、中学校、高校と各段階で継続的に行われ

ている。 

 

 

 

 

 

表 環境教育・普及啓発対策の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動 主な内容 実施主体 

ごみ持ち帰り運動 
平成 6 年に屋外のごみ箱を撤去して以来、ご

みの民宿等への持ち帰り運動を継続実施 

小笠原村 

小笠原村観光協会 

小笠原母島観光協会 

小学校 総合学習 
ウミガメについての１年間の学習プログラム

の中で、海岸清掃や発生源の推測を実施 

小笠原小学校 

ＮＰＯ 

中学校 総合学習 総合学習の一環として海岸清掃を実施 
小笠原中学校 

ＮＰＯ 

高校 野外活動 
滝之浦での野外キャンプにて海岸清掃や外来

植物駆除を実施 
小笠原高校 

母島 漂着物展 平成 22 年 6 月に母島船客待合所にて開催 小笠原母島観光協会 

 

【普及啓発の課題】 

ごみ持ち帰り運動は行われているものの、全ての

来島者に対する情報発信は行われていない。 
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Ⅲ 小笠原諸島における海岸漂着物対策の推進に関す

る基本的方向 

 

１ 小笠原諸島における海岸漂着物対策の基本的な

方針 

海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の円滑な処理と効

果的な発生抑制を施策の両輪として、それらを通じて

海岸における良好な景観及び環境の保全を図ってい

くものである。 

海岸漂着物対策の実施に際しては、多様な主体の適

切な役割分担と相互協力を図ることが肝要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 小笠原諸島における海岸漂着物対策の推進に関す

る基本的方向 

 

１ 小笠原諸島における海岸漂着物対策の基本的な

方針 

海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の円滑な処理と効

果的な発生抑制を施策の両輪として、それらを通じて

海岸における良好な景観及び環境の保全を図ってい

くものである。 

海岸漂着物対策の実施に際しては、多様な主体の適

切な役割分担と相互協力を図ることが肝要である。 

 

 

 

 

 

図 海岸漂着物対策の方向性 

 

<コラム> 小・中・高等学校での普及啓発活

動 

小笠原村の小・中学校では、全校生徒によ

る海岸清掃や、遠足で属島での清掃が行わ

れている。また、小笠原高校でも、ウィン

ドサーフィンの大会の後に海上保安署と協

力して大会の会場となった海岸を清掃した

り、カリキュラムの一部として事業者と一

緒に環境学習と併せた海岸清掃を行ってい

る。 

 

 

東京都立小笠原高等学校より提供 

海岸清掃の様子 

 

実効性の確保 施策の両輪 

海岸漂着物等

の円滑な処理 

効果的な 

発生抑制 

・適切な役割分担 

・相互協力 

海岸漂着物対策の方向性 

海岸における良好な景観及び環境の保全 
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小笠原諸島は、世界的にも貴重な自然環境を有して

おり、海岸漂着物対策の推進により、よりよい海岸環

境を維持・保全していくことは、小笠原の自然環境の

保全においても重要である。さらに、平成 23 年 6 月

に世界自然遺産登録されて以降、登録地の責務の一つ

として海岸漂着物対策の重要性が高まったと言える。

また、世界自然遺産登録を契機に国内外から多様な層

の観光客が訪れ、来島者数も増加していることから、

観光客に対して海岸漂着物等の発生抑制のための普

及啓発をしていくことも必要となる。 

また、環境負荷低減のため、海岸漂着物等の処分に

関しては、可能な限りリユース、リサイクルを優先し、

資源の循環的な利用を行うことも必要となる。 

海岸漂着物等の回収については、既に多くの住民等

によって主体的に活動が実施されているなど、既存の

活動が大きく貢献していることが調査結果からも明

らかとなった。一方で、離島地域特有の地理的条件等

から海岸漂着物等の回収が困難な海岸があることや

処理には島外搬出が必要となり費用がかさむことな

ど様々な問題を抱えている。 

これらの現状を踏まえ、今後の小笠原諸島における

海岸漂着物対策は、関係主体の役割分担を基本とし

て、多様な主体の参画・連携を得ながら効率的・効果

的に回収・処理を図り、併せて発生抑制のための対策

を推進することにより、世界自然遺産登録地である小

笠原諸島における豊かで美しい海岸環境の保全を図

ることを、基本的な方針としていく。 

 

 

図 小笠原諸島における海岸漂着物対策の基本的な

方針のイメージ 

 

小笠原諸島は、世界的にも貴重な自然環境を有して

おり、海岸漂着物対策の推進により、 よりよい海岸環

境を維持・保全していくことは、小笠原の自然環境の

保全においても重要である。さらに、平成 23 年 6 月

の世界自然遺産登録により、登録地の責務の一つとし

て海岸漂着物対策の重要性が高まっていると言える。

また、世界自然遺産登録を契機に国内外から多様な層

の観光客が訪れ、来島者数も増加していることから、

観光客に対して海岸漂着物等の発生抑制のための普

及啓発をしていくことも必要となる。 

また、環境負荷低減のため、海岸漂着物等の処分に

関しては、可能な限りリユース、リサイクルを優先し、

資源の循環的な利用を行うことも必要となる。 

海岸漂着物等の回収については、既に多くの住民等

によって主体的に活動が実施されているなど、既存の

活動が大きく貢献していることが調査結果からも明

らかとなった。一方で、離島地域特有の地理的条件等

から海岸漂着物等の回収が困難な海岸があることや

処理には島外搬出が必要となり費用がかさむことな

ど様々な問題を抱えている。 

これらの現状を踏まえ、今後の小笠原諸島における

海岸漂着物対策は、関係主体の役割分担を明確にした

上で、多様な主体の参画・連携を得ながら効率的・効

果的に回収・処理 を図り、併せて発生抑制のための対

策を推進することにより、世界自然遺産登録地である 

小笠原諸島における豊かで美しい海岸環境の保全を

図ることを基本方針としていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸漂着物等の
円滑な処理

海岸漂着物等の
効果的な発生抑制

適切な役割分担と
相互協力

海岸の良好な景観と環境の保全
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２ 目指すべき姿・目標 

 

 

 
父島 大村海岸 

 

３ 海岸漂着物処理推進法における関係主体の役割

分担の考え方 

（現行のとおり） 

（１）国 

○ 海岸漂着物対策に関し、総合的な施策を策定し、

及び実施する責務を有する。（海岸漂着物処理推進

法第９条） 

○ 海岸漂着物対策が、海岸を有する地域のみならず

すべての地域において、国、地方公共団体、事業者、

国民、民間の団体等が相互に連携を図りながら協力

することにより着実に推進されることにかんがみ、

これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ず

るものとする（同法第 12 条）。 

○ 海岸漂着物の流出に関し、都道府県間の協力を円

滑に行う必要があると認めるときは、当該協力に関

し、あっせんを行うことができる（同法第 19 条第２

項）。 

○ 外交上適切な対応をするとともに、海岸漂着物等

の発生の状況及び原因に関する調査、民間の団体等

２ 目指すべき姿・目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 海岸漂着物処理推進法における関係主体の役割

分担の考え方 

（略） 

（１）国 

○ 海岸漂着物対策に関し、総合的な施策を策定し、

及び実施する責務を有する。（海岸漂着物処理推進

法第９条） 

 

 

 

 

 

 

○ 海岸漂着物の流出に関し、都道府県間の協力を円

滑に行う必要があると認めるときは、当該協力に関

し、あっせんを行うことができる（同法第 19 条第２

項）。 

○ 外交上適切な対応をするとともに、海岸漂着物等

の発生の状況及び原因に関する調査、民間の団体等

・関係する主体が相互に協力しながら、能動的

に海岸漂着物対策を実施している。 

・住民等が主体的かつ継続的に回収･清掃活動

を実施している。 

・海岸漂着物量の経年の変化の傾向を捉えるこ

とができる。 

・処理対策及び発生抑制対策により、海岸が美

しく保たれていることが実感できる。 

・関係する主体が相互に協力しながら、能動的

に海岸漂着物対策を実施している。 

・地元の住民等が主体的かつ継続的に回収･清

掃活動を実施している。 

・海岸漂着物量の経年の変化の傾向を捉えるこ

とができる。 

・処理対策及び発生抑制対策により、海岸が美

しく保たれていることが実感できる。 
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との緊密な連携の確保等、環境教育の推進、普及啓

発、調査研究等、海岸漂着物対策の推進に関する施

策を講じるよう努める（同法第 21 条、第 22 条及び

第 25 条から第 28 条まで）。 

○ 地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流

ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努める（同法

第 21 条の２）。 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法

律第 137 号）その他の法令の規定に基づく規制と相

まって、森林、農地、市街地、河川、海岸等におい

てみだりにごみその他の汚物又は不要物を捨てる

行為を防止するため、必要な措置を講ずるよう努め

る（同法第 23 条）。 

○ 土地の占有者又は管理者に対し、その占有し、又は

管理する土地から海岸漂着物又は漂流ごみ等とな

る物が河川その他の公共の水域又は海域へ流出し、

又は飛散することとならないよう、当該土地の適正

な管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努め

る（同法第 24 条第 1 項）。 

○ 海岸漂着物対策を国際的協調の下で推進すること

の重要性に鑑み、海岸漂着物対策の推進に関する国

際的な連携の確保及び海岸漂着物等の処理等に関

する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措

置を講ずるものとする（同法第 28 条の２）。 

○ 海岸漂着物対策を推進するために必要な財政上

の措置を講じなければならない。財政措置を講ずる

に当たっては、大量の海岸漂着物の在する離島にお

ける漂着物の処理経費について、特別の配慮をする

ものとする（同法第 29 条第 1項及び第 2 項）。 

 

（２）海岸管理者等（海岸漂着物処理推進法第２条第

４項に定めるものをいう。以下同じ。） 

（現行のとおり） 

 

 

 

（３）占有者等（海岸管理者等ではない海岸の土地の

占有者（占有者がない場合には管理者）） 

との緊密な連携の確保等、環境教育の推進、普及啓

発、調査研究等、海岸漂着物対策の推進に関する施

策を講じるよう努める（同法第 21 条、第 22 条及び

第 25 条から第 28 条まで）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 海岸漂着物対策を推進するために必要な財政上

の措置を講じなければならない。財政措置を講ずる

に当たっては、大量の海岸漂着物の在する離島にお

ける漂着物の処理経費について、特別の配慮をする

ものとする（同法第 29 条第１項及び第２項）。 

 

（２）海岸管理者等（海岸漂着物処理推進法第２条第

４項に定めるものをいう。以下同じ。） 

（略） 

 

 

 

（３）占有者等（海岸管理者等ではない海岸の土地の

占有者（占有者がない場合には管理者）） 
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（現行のとおり） 

 

 

（４）地方公共団体（都道府県） 

○ 海岸漂着物処理推進法第 3 条から第 8 条までに規

定する海岸漂着物対策に関する基本理念にのっと

り、海岸漂着物対策に関し、その地方公共団体の区

域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び

実施する責務を有する（同法第 10 条）。 

○ 海岸管理者等や占有者等による海岸漂着物等（漂

流ごみ等を除く。）の円滑な処理が推進されるよう、

必要な技術的助言やその他援助をすることができ

る（同法第 17 条第４項）。 

○ 海岸漂着物の多くが他の都道府県の区域から流

出したものであることが明らかな場合、海岸管理者

等の要請に基づき、当該都道府県に処理等の事項に

関し協力を求めることができる（同法 19条第１項）。 

○ 都道府県知事は、海岸漂着物が存することに起因

して地域の環境の保全上著しい支障が生ずるおそ

れがあると認める場合において、特に必要があると

認めるときは、環境大臣その他の関係行政機関の長

に対し、当該海岸漂着物の処理に関する協力を求め

ることができる（同法第 20 条）。 

○ 地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流

ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努める（同法

第 21 条の２）。 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法

律第 137 号）その他の法令の規定に基づく規制と相

まって、森林、農地、市街地、河川、海岸等におい

てみだりにごみその他の汚物又は不要物を捨てる

行為を防止するため、必要な措置を講ずるよう努め

る（同法第 23 条）。 

○ 占有者等に対し、その占有し、又は管理する土地

から海岸漂着物又は漂流ごみ等となる物が河川そ

の他の公共の水域又は海域へ流出し、又は飛散する

こととならないよう、当該土地の適正な管理に関し

必要な助言及び指導を行うよう努める（同法第 24条

第１項）。 

（略） 

 

 

（４）地方公共団体（都道府県） 

 

 

 

 

 

○ 海岸管理者等や占有者等による海岸漂着物等（漂

流ごみ等を除く）の円滑な処理が推進されるよう、

必要な技術的助言やその他援助をすることができ

る（同法第 17 条第４項）。 

○ 海岸漂着物の多くが他の都道府県の区域から流

出したものであることが明らかな場合、海岸管理者

等の要請に基づき、当該都道府県に処理等の事項に

関し協力を求めることができる（同法 19 条第１項）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 占有者等に対し、その占有し、又は管理する土地

から海岸漂着物又は漂流ごみ等となる物が河川そ

の他の公共の水域又は海域へ流出し、又は飛散する

こととならないよう、当該土地の適正な管理に関し

必要な助言及び指導を行うよう努める（同法第 24 条

第１項）。 
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○ 発生状況及び原因に関する調査、民間の団体等と

の緊密な連携の確保等、環境教育の推進、普及啓発、

海岸漂着物対策の推進に関する施策を講じるよう

努める（同法第 22 条及び第 25 条第 1 項、第 2 項及

び第 26 条から第 27 条まで）。 

 

 

 

（５）地方公共団体（市町村） 

○ 海岸漂着物処理推進法第 3 条から第 8 条までに規

定する海岸漂着物対策に関する基本理念にのっとり、

海岸漂着物対策に関し、その地方公共団体の区域の自

然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有する（同法第 10 条）。 

○ 海岸漂着物等（漂流ごみ等を除く。）の処理に関

し、必要に応じ、海岸管理者等又は占有者等に協力

する（同法第 17 条第３項）。 

○ 海岸漂着物等（漂流ごみ等を除く。）により住民

の生活又は経済活動に支障が生じていると認める

場合は、海岸を管理する海岸管理者等に必要な措置

を講ずるよう要請することができる。（同法第 18

条）。 

○ 地域住民の生活又は経済活動に支障を及ぼす漂流

ごみ等の円滑な処理の推進を図るよう努める（同法

第 21 条の２）。 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法

律第 137 号）その他の法令の規定に基づく規制と相

まって、森林、農地、市街地、河川、海岸等におい

てみだりにごみその他の汚物又は不要物を捨てる

行為を防止するため、必要な措置を講ずるよう努め

る（同法第 23 条）。 

○ 占有者等に対し、その占有し、又は管理する土地

から海岸漂着物又は漂流ごみ等となる物が河川そ

の他の公共の水域又は海域へ流出し、又は飛散する

こととならないよう、当該土地の適正な管理に関し

必要な助言及び指導を行うよう努める（同法第 24条

第１項）。 

○ 発生状況及び原因に関する調査、民間の団体等と

の緊密な連携の確保等、環境教育の推進、普及啓発

○ 発生状況及び原因に関する調査、民間の団体等と

の緊密な連携の確保等、環境教育の推進、普及啓発、

海岸漂着物対策の推進に関する施策を講じるよう

努める（同法第 22 条及び第 25条から第 27 条まで）。 

 

 

 

 

（５）地方公共団体（市町村） 

 

 

 

 

 

○ 海岸漂着物等（漂流ごみ等を除く）の処理に関し、

必要に応じ、海岸管理者等又は占有者等に協力する

（同法第 17 条第３項）。 

○ 海岸漂着物等（漂流ごみ等を除く）により住民の

生活又は経済活動に支障が生じていると認める場

合は、海岸を管理する海岸管理者等に必要な措置を

講ずるよう要請することができる。（同法第 18 条）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 発生状況及び原因に関する調査、民間の団体等と

の緊密な連携の確保等、環境教育の推進、普及啓発等
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等の海岸漂着物対策の推進に関する施策を講じる

よう努める（同法第 22 条及び第 25 条第 1 項、第 2

項及び第 26 条から第 27 条まで）。 

 

 

 

（６）事業者、国民 

○ 事業者は、その事業活動に伴って海岸漂着物等が

発生することのないように努めるとともに、国及び

地方公共団体が行う海岸漂着物対策に協力するよ

う努めなければならない（同法第 11 条第１項）。 

○ 国民は、海岸漂着物対策の重要性に対する関心と

理解を深めるとともに、国及び地方公共団体が行う

海岸漂着物対策に協力するよう努めなければなら

ない（同法第 11 条第２項）。 

○ 事業者及び国民は、その所持する物を適正に管理

し、若しくは処分すること、又はその占有し、若し

くは管理する土地を適正に維持管理すること等に

より、海岸漂着物等の発生の抑制に努めなければな

らない（同法第 11 条第３項）。 

○ 事業者は、マイクロプラスチックの海域への流出

が抑制されるよう、通常の用法に従った使用の後に

河川その他の公共の水域又は海域に排出される製

品へのマイクロプラスチックの使用の抑制に努め

るとともに、廃プラスチック類の排出が抑制される

よう努めなければならない（同法第 11 条の 2）。 

 

 

 

４ 関係主体間の相互協力 

（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

の海岸漂着物対策の推進に関する施策を講じるよう

努める（同法第 22 条及び第 25 条から第 27 条まで）。 

 

 

 

 

（６）事業者、国民 

○ 事業者は、その事業活動に伴って海岸漂着物等が

発生することのないように努めるとともに、国及び

地方公共団体が行う海岸漂着物対策に協力するよ

う努めなければならない（同法第 11 条第１項）。 

○ 国民は、海岸漂着物対策の重要性に対する関心と

理解を深めるとともに、国及び地方公共団体が行う

海岸漂着物対策に協力するよう努めなければなら

ない（同法第 11 条第２項）。 

○ 事業者及び国民は、その所持する物を適正に管理

し、若しくは処分すること、又はその占有し、若し

くは管理する土地を適正に維持管理すること等に

より、海岸漂着物等の発生の抑制に努めなければな

らない。（同法第 11 条第３項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 関係主体間の相互協力 

（略） 
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図 海岸漂着物対策における関係主体の役割分担と

相互協力のイメージ 

 

Ⅳ 海岸漂着物等の円滑な処理対策 

１ 対策方針 

小笠原諸島での地域の実情に合わせた海岸漂着物

等の円滑な処理対策は、基本的方向を踏まえた次の方

針に基づき具体的に実施していくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 海岸漂着物対策における関係主体の役割分担と

相互協力のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ 海岸漂着物等の円滑な処理対策 

１ 対策方針 

小笠原諸島での地域の実情に合わせた海岸漂着物

等の円滑な処理対策は、基本的方向を踏まえた次の方

針に基づき具体的に実施していくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適切な役割分担と相互協力

海岸漂着物等の
効果的な発生抑制

海岸漂着物等の
円滑な処理

国
総合的な施策の策定、実施、対策推進の財政支援

東京都環境局
計画策定・海岸漂着物対策の調整・推進

・外交上の適切な対応
・普及啓発、環境教育等

の実施及び支援

・回収技術等の調査研究
・技術的助言、情報提供
・財政上の措置

・発生抑制対策の実施及び支援
・普及啓発、環境教育の実施

及び支援

・処理対策実施の支援、
技術支援

海岸管理者等、占有者等
(東京都建設局・港湾局、林野庁)

・発生抑制対策への協力・海岸漂着物の回収、処理
（海岸管理者等）

・海岸の清潔保持（占有者等）

地元自治体（小笠原村）
・都と連携した発生抑制

対策、普及啓発、環境
教育の実施

・海岸管理者等、占有者等へ
の協力

住民、事業者、民間団体、NPO等

・発生抑制対策への協力・海岸管理者等、占有者等へ
の協力

・回収、清掃活動の実施
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父島 宮之浜 

 

２ 海岸漂着物対策を重点的に推進する区域（重点区

域海岸）の設定 

「重点区域海岸」とは、海岸漂着物処理推進法にお

いて、国の基本方針に沿って海岸漂着物対策を重点的

に推進する区域を指す。 

小笠原諸島のうち聟島列島、父島列島、母島列島、

北硫黄島は「国立公園」に指定され、多くの陸域・海

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 海岸漂着物対策を重点的に推進する区域（重点区

域海岸）の設定 

「重点区域海岸」とは、海岸漂着物処理推進法にお

いて、国の基本方針に沿って海岸漂着物対策を重点的

に推進する区域を指す。これにより、海岸漂着物等の

回収・処理に関する重点的な対策の実施を進める。 

 

海岸漂着物等の円滑な処理対策の方針 

（１）都は、海岸漂着物対策を重点的に推進

する海岸の区域（重点区域海岸）を設

定する。 

（２）海岸管理者等は、所管する重点区域海

岸における海岸漂着物等（漂流ごみ等

を除く。）の処理を行う。 

（３）占有者等は、所管する重点区域海岸に

おいて清潔保持に努める。 

（４） 小笠原村は、必要に応じ、海岸管理者

等及び占有者等による処理対策に協力

する。 

（５） 都は、住民等による主体的かつ自発的

な回収活動について、その活動を尊重

しながら、今後も継続実施が図られる

よう、小笠原村の協力を得て技術的な

支援等を行う。 

（６）漂流ごみは国、都、小笠原村等が協力

して円滑な処理の推進を図るよう努め

る。 

（１）都は、海岸漂着物対策を重点的に推進

する海岸の区域（重点区域海岸）を設

定する。 

（２）海岸管理者等は、所管する重点区域海

岸における海岸漂着物等（漂流ごみ等

を除く）の処理を行う。 

（３）占有者等は、所管する重点区域海岸に

おいて清潔保持に努める。 

（４）小笠原村は、必要に応じ、海岸管理者

等及び占有者等による処理対策に協力

する。 

（５）都は、住民等による主体的かつ自発的

な回収活動について、その活動を尊重

しながら、今後も継続実施が図られる

よう、小笠原村の協力を得て技術的な

支援等を行う。 
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域は世界自然遺産にも登録されていることから、海岸

線全域の保全が重要であるが、その中でも、自然環境

や景観、観光、漁業等の経済活動等の観点から、国の

補助金を活用し、重点的に取り組むべき区域を「重点

区域海岸」として設定することにより、効果的な回収・

処理に努める。 

 

（１）設定の方法 

重点区域海岸の設定に当たっては、事前調査の結果

に基づき、次の設定条件について、まず主要な島ごと

に整理を行い、次に、抽出された島の海岸ごとに同様

の条件で詳細を整理し、関係行政機関などの意見を聞

き、重点区域海岸として平成 25 年度に 40 海岸を設定

した。令和 6 年度は新たに小笠原村から調査要望があ

った海岸について、現地調査及び重点区域海岸の設定

条件を鑑み、重点区域海岸として５海岸を追加するこ

ととした。その他、既存の重点区域海岸について、ウ

ミガメの産卵が確認されている海岸の変更を行った。 

 

 

表 重点区域海岸の設定条件 

（現行のとおり） 

 

（２）設定した重点区域海岸（45 海岸）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）設定の方法 

重点区域海岸の設定に当たっては、事前調査の結果

に基づき、次の設定条件について、まず主要な島ごと

に整理を行い、次に、抽出された島の海岸ごとに同様

の条件で詳細を整理し、関係行政機関などの意見を聞

き、重点区域海岸として 40 海岸を設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

表 重点区域海岸の設定条件 

（略） 

 

（２）設定した重点区域海岸（40 海岸）の概要 
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表 重点区域海岸一覧表 

 

 

 

表 重点区域海岸一覧表 
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図 重点区域海岸（聟島列島・父島列島） 

 

 

図 重点区域海岸（母島列島） 

 

３ 対策内容 

海岸漂着物対策における具体的な取組内容と役割

分担等は、基本的方向及び対策方針に基づき定める。

既に行われている地域の取組状況を踏まえ、より効果

 

図 重点区域海岸（父島列島） 

 

 

図 重点区域海岸（母島列島） 

 

３ 対策内容 

海岸漂着物対策における具体的な取組内容と役割

分担等は、基本的方向及び対策方針に基づき定める。

既に行われている地域の取組状況を踏まえ、より効果
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的・効率的な回収・処理が可能となるよう、各主体に

よる活動の連携や情報共有を図り海岸漂着物対策を

進めていくことが重要である。各重点区域海岸につい

ては、海岸漂着物等の状況を踏まえて、適宜必要な回

収・処理を実施する。 

重点区域海岸の海岸漂着物等の回収から処理の対

策内容は下表のとおりとする。 

 

表 回収・処理に関する対策内容 

 

 

 

４ 緊急時等の対応 

（１）台風等による災害時の対応 

小笠原諸島では、特に台風により大量海岸漂着物等

が海岸に漂着する被害が多発し、その円滑な処理対策

を講じることは海岸漂着物対策の重要な課題である。 

海岸管理者等は、速やかに被害の情報収集に努め、

小笠原支庁や小笠原村などの関係機関と連携し処理

する。 

占有者等は、海岸管理者等に準じた取組に努める。 

大規模な災害による被害については、災害関連緊急

大規模漂着流木等処理対策事業や、災害廃棄物処理事

業費補助金の制度の活用を検討する。 

的・効率的な回収・処理が可能となるよう、各主体に

よる活動の連携や情報共有を図り海岸漂着物対策を

進めていくことが重要である。 

 

 

重点区域海岸の海岸漂着物等の回収から処理の対

策内容は下表のとおりとする。 

 

表 回収・処理に関する対策内容 

 

 

 

 

 

４ 緊急時等の対応 

（１）台風等による災害時の対応 

小笠原諸島では、特に台風により大量海岸漂着物等

が海岸に漂着する被害が多発し、その円滑な処理対策

を講じることは海岸漂着物対策の重要な課題である。 

海岸管理者等は、速やかに被害の情報収集に努め、

小笠原支庁や小笠原村などの関係機関と連携し処理

する。 

占有者等は、海岸管理者等に準じた取組に努める。 
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（２）災害時以外の対応 

災害などに起因せず大量又は大型の海岸漂着物が

漂着した場合は、海岸管理者等は、速やかに情報収集

に努め、小笠原村などの関係機関と連携し処理する。 

占有者等は、海岸管理者等に準じた取組に努める。 

例えば、小笠原諸島では、周辺海域に鯨類やアオウ

ミガメが生息しており、これらがストランディング

（座礁・漂着）した場合には、「鯨類座礁対処マニュ

アル」（令和４年６月 17 日（令和６年 ７ 月 一 部 改

正）、水産庁）に準じ、海岸管理者等、占有者等、小

笠原村、民間団体、東京都小笠原支庁（水産部署）等

が連携して対応することとする。 

 

（３）船舶等から流出した油や有害液体物質等の対応 

船舶等から流出した油や有害液体物質等については、

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和

45 年法律第 136 号）」等に基づき防除措置等を適切に

実施する。 

 

（４）海岸漂着危険物の対応 

海岸管理者等及び占有者等は、海岸漂着危険物があ

る場合、「海岸漂着危険物対応ガイドライン（平成 21

年６月、農林水産省、国土交通省）」、「廃棄物処理

法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」（令和５年

５月、環境省）を遵守して適切に処理を行うとともに、

安全対策に努める。その際、必要に応じ国、都、その

他関係機関との協議や技術的支援を求めることがで

きる。 

また、都は、海岸管理者等、占有者等及び小笠原村

の協力を得て、住民等が実施する海岸漂着物等の回収

に際し、海岸漂着危険物に対する安全性の確保を図る

ため、上記ガイドライン等必要な情報の提供、危険物

管理等に関する知識の普及・助言等を行い、回収にお

ける安全性の確保に努める。 

 

（５）漂流ごみ等への対応 

小笠原諸島の周辺海域において漂流し、又はその海

底に存する漂流ごみ等は、海洋環境に影響を及ぼすと

ともに、船舶の航行の障害や漁業操業の支障となるこ

（２）災害時以外の対応 

災害などに起因せず大量又は大型の海岸漂着物が

漂着した場合は、海岸管理者等は、速やかに情報収集

に努め、小笠原村などの関係機関と連携し処理する。 

占有者等は、海岸管理者等に準じた取組に努める。 

例えば、小笠原では、周辺海域に鯨類やアオウミガ

メが生息しており、これらがストランディング（座礁・

漂着）した場合には、鯨類座礁対処マニュアル（水産

庁、令和４年６月 17 日（令和 5 年 6 月一部修正））に

準じ、海岸管理者等、占有者等、小笠原村、民間団体、

小笠原支庁（水産部署）等が連携して対応することと

する。 

 

（３）船舶等から流出した油や有害液体物質等の対応 

船舶等から流出した油や有害液体物質等については、

海洋汚染防止法等に基づき防除措置等を適切に実施

する。 

 

 

（４）海岸漂着危険物の対応 

海岸管理者等及び占有者等は、海岸漂着危険物があ

る場合、「海岸漂着危険物ガイドライン（平成 21 年６

月 農林水産省、国土交通省）」、「廃棄物処理法に基

づく感染性廃棄物処理マニュアル（令和４年６月 環

境省）」を遵守して適切に処理を行うとともに、安全

対策に努める。その際、必要に応じ国、都、その他関

係機関との協議や技術的支援を求めることができる。 

 

また、都は、海岸管理者等、占有者等及び小笠原村

の協力を得て、住民等が実施する海岸漂着物等の回収

に際し、海岸漂着危険物に対する安全性の確保を図る

ため、上記ガイドライン等必要な情報の提供、危険物

管理等に関する知識の普及・助言等を行い、回収にお

ける安全性の確保に努める。 

 

（５）漂流ごみ等への対応 

小笠原諸島の周辺海域において漂流し、又はその海

底に存する漂流ごみ等は、海洋環境に影響を及ぼすと

ともに、船舶の航行の障害や漁業操業の支障となるこ
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とから、回収処理を講ずる際には、国の基本方針を踏

まえ、国、都、小笠原村、漁業関係者等が連携・協力

を図りつつ、必要な措置を講ずるように努める。 

 

 

Ⅴ 海岸漂着物等の効果的な発生抑制対策 

１ 対策方針 

小笠原諸島での地域の実情に合わせた海岸漂着物

等の発生抑制対策及び発生抑制のための普及啓発等

は、基本的方向を踏まえた次の方針に基づき具体的に

実施していくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とから、回収処理を講ずる際には、関係機関の連携に

よる漂流ごみ等の処理体制の整備に向けた基本的な

考え方を踏まえ、国、都、村、漁業関係者等が連携・

協力を図りつつ、必要な措置を講ずるように努める。 

 

Ⅴ 効果的な発生抑制対策 

１ 対策方針 

小笠原諸島での地域の実情に合わせた海岸漂着物

等の発生抑制対策及び発生抑制のための普及啓発等

は、基本的方向を踏まえた次の方針に基づき具体的に

実施していくこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海岸漂着物等の効果的な発生抑制対策の方針 

（１）対策の対象地域は小笠原諸島全域とし、対

策の対象者には住民等を始め観光客等の

来島者も含む。 

（２）実施主体は、原則として都及び小笠原村と

するが、海岸管理者等及び占有者等の関

係主体もそれに協力する。 

（３）発生抑制対策は短期的な取組では効果が

得られないことから継続的な実施を行

う。 

（４）都及び小笠原村で行う廃棄物の適正処理

や減量化施策等と連携した対策を実施す

る。 

（１）対策の対象地域は小笠原諸島全域とし、対

策の対象者には住民等を始め観光客等の

来島者も含む。 

（２）実施主体は、原則として都及び小笠原村と

するが、海岸管理者等及び占有者等の関

係主体もそれに協力する。 

（３）発生抑制対策は短期的な取組では効果が

得られないことから継続的な実施を行

う。 

（４）都及び小笠原村で行う廃棄物の適正処理

や減量化施策等と連携した対策を実施す

る。 
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２ 対策内容 

表 発生抑制・普及啓発に関する対策内容 

 

 

Ⅵ 配慮事項 

１ 他の関係法令に基づく各種の計画等との整合 

小笠原諸島では、小笠原諸島振興開発特別措置法に

基づく小笠原諸島振興開発計画（東京都）をはじめ、

様々な計画が定められている。本計画においてはこう

した計画等との整合を図るものとする。関係する主な

計画を次に示す。 

 

○小笠原諸島振興開発計画（令和６年度～令和 10 年

度）（令和６年８月、東京都） 

○伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画（平成 29 年

４月、東京都） 

○小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理計画（令和

２年１月、関東森林管理局） 

○第４次小笠原村総合計画 基本構想・基本計画（後

期５ヶ年）（令和６年３月、小笠原村） 

○小笠原国立公園 公園計画（平成 21 年 11 月、環境

省） 

○世界自然遺産小笠原諸島管理計画（令和６年５月、

環境省、林野庁、文化庁、東京都、小笠原村） 

２ 対策内容 

表 発生抑制・普及啓発に関する対策内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 配慮事項 

１ 他の関係法令に基づく各種の計画等との整合 

小笠原諸島では、小笠原諸島振興開発特別措置法に

基づく小笠原諸島振興開発計画（東京都）をはじめ、

様々な計画が定められている。本計画においてはこう

した計画等との整合を図るものとする。関係する主な

計画を次に示す。 

 

○小笠原諸島振興開発計画（令和元年 11 月、東京都） 

○伊豆小笠原諸島沿岸海岸保全基本計画（平成 29 年

４月、東京都） 

○小笠原諸島森林生態系保護地域保全管理計画（令和

２年１月、関東森林管理局） 

○第４次小笠原村総合計画 基本構想・基本計画（後

期５ヶ年）（令和６年３月、小笠原村） 

○小笠原国立公園 公園計画（平成 21 年 11 月、環境

省） 

○世界自然遺産小笠原諸島管理計画（平成 30 年３月 

環境省、林野庁、文化庁、東京都、小笠原村） 
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○プラスチック削減プログラム（令和元年 12 月、東京

都） 

○ゼロエミッション東京戦略 2020 Update & Report

（令和 3 年 3 月、東京都） 

○東京都資源循環・廃棄物処理計画（令和 3 年 9 月、

東京都環境局） 

 

２ 海岸漂着物対策を実施する上での環境等への配

慮 

（１）動植物 

小笠原諸島は希少な動植物の宝庫であるため、海岸

漂着物等の回収作業を行う場合には、希少動植物の生

態系保護に配慮を行うものとする。 

例えば、海岸漂着物等の回収作業においてはアオウ

ミガメの産卵場所を踏み貫く可能性があるため、アオ

ウミガメの産卵・ふ化期（５月中旬～９月中旬）に産

卵地とされている海岸で作業を行う場合には、NPO 法

人エバーラスティング・ネイチャー（小笠原海洋セン

ター）等と調整の上、実施時期や実施箇所を検討し、

産卵場所や足跡等を踏まないようにするなどのウミ

ガメへの配慮を行うものとする。 

 

（２）外来種の侵入・拡散防止 

小笠原諸島は希少な動植物の宝庫であるため、外来

種の侵入を防ぐ必要がある。島毎に人為的かく乱の程

度や外来種の侵入状況が異なる小笠原諸島では、父島

や母島などに侵入している外来種を周辺の属島へ拡

散させないようにする必要がある。 

父島から母島へ移動する際、また属島において海岸

漂着物等の回収を行う場合には、生物を意図的に持ち

込むことを禁止し、また非意図的に持ち込むことがな

いよう、持ち込む資材等を最小限とした上で、靴・衣

服・資材・機材等について、泥や植物の種子等が付着

していないか確認し、付着していた場合は母島や属島

への上陸前に落とすなどの配慮をすることとする。 

また、母島の蝙蝠谷以北で海岸漂着物等の回収を行

う場合には、イエシロアリの拡散に十分注意し、事前

に小笠原村母島支所へ相談するものとする*。 

*「漂流漂着ごみの清掃活動をされる皆様へ」（小笠原村ウ

 

 

 

 

 

 

 

２ 海岸漂着物対策を実施する上での環境等への配

慮 

（１）動植物 

小笠原諸島は希少な動植物の宝庫であるため、海岸

漂着物等の回収作業を行う場合には、希少動植物の生

態系保護に配慮を行うものとする。 

例えば、海岸漂着物等の回収作業においてはアオウ

ミガメの産卵場所を踏み貫く可能性があるため、アオ

ウミガメの産卵・ふ化期（５月中旬～９月中旬）に産

卵地とされている海岸で作業を行う場合には、NPO 法

人エバーラスティングネイチャー小笠原海洋センタ

ー等と調整の上、実施時期や実施箇所を検討し、産卵

場所や足跡等を踏まないようにするなどのウミガメ

への配慮を行うものとする。 

 

（２）属島への外来種の侵入防止 

小笠原諸島は希少な動植物の宝庫であるため、外来

種の侵入を防ぐ必要がある。島毎に人為的かく乱の程

度や外来種の侵入状況が異なる小笠原諸島では、父島

や母島などに侵入している外来種を周辺の属島へ拡

散させないようにする必要がある。 

属島において海岸漂着物等の回収を行う場合には、

生物を意図的に持ち込むことを禁止し、また非意図的

に持ち込むことがないよう、持ち込む資材等を最小限

とした上で、靴・衣服・資材・機材等について、泥や

植物の種子等が付着していないか確認し、付着してい

た場合は属島への上陸前に落とすなどの配慮をする

こととする。 
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ェブサイト、令和 6年 12 月参照）） 

 

【参考】小笠原諸島の公共事業における環境配慮指針

（東京都 平成 16 年度） 

（現行のとおり） 

 

（３）その他 

（現行のとおり） 

 

Ⅶ その他 

（現行のとおり） 

 

 

 

【参考】小笠原諸島の公共事業における環境配慮指針

（東京都 平成 16 年度） 

（略） 

 

（３）その他 

（略） 

 

Ⅶ その他 

（略） 

 

 
  



資料 2-2 

35 

【資料編】 

改 定 案 
赤文字下線：追加又は修正部分 

現   行 
赤文字下線：修正又は削除部分 

資料１ 美しく豊かな自然を保護するための海岸に

おける良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物

等の処理等の推進に関する法律(海岸漂着物処理推進

法：議員立法)の概要（平成 21 年制定、平成 30 年６月

改正）について 

（現行のとおり） 

 

資料２ 海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進

するための基本的な方針の変更について(概要) 

（現行のとおり） 

 

資料３ 平成 25 年度の海岸調査と重点区域海岸の設

定 

表 島ごとの現存量調査からの海岸漂着物推計量（平

成 25 年度） 

（現行のとおり） 

 

表 重点区域海岸の設定条件（平成 25 年度） 

（現行のとおり） 

 

 

図 重点区域海岸設定の作業フロー（平成 25 年度） 

（現行のとおり） 

 

 

表 島ごとの評価（平成 25 年度） 

（現行のとおり） 

 

 

表 事前調査及び重点区域海岸の抽出における島別

及び海岸別の内訳（平成 25 年度） 

（現行のとおり） 

 

 

 

 

美しく豊かな自然を保護するための海岸における良

好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理

等の推進に関する法律(海岸漂着物処理推進法：議員

立法)の概要（平成 21 年制定、平成 30 年６月改正）に

ついて 

（略） 

 

海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため

の基本的な方針の変更について(概要) 

（略） 

 

 

 

表 島ごとの現存量調査からの海岸漂着物推計量 

（略） 

 

 

表 重点区域海岸の設定条件 

（略） 

 

 

図 重点区域海岸設定の作業フロー 

（略） 

 

 

表 島ごとの評価 

（略） 

 

 

表 事前調査及び重点区域海岸の抽出における島別

及び海岸別の内訳 

（略） 
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資料４ 令和６年度の海岸調査と重点区域海岸の設

定 

 

表 重点区域海岸の設定条件（令和 6 年度） 

 

 

図 重点区域海岸設定の作業フロー（令和 6 年度） 

 

 

表 事前調査及び重点区域海岸の抽出における島別

及び海岸別の内訳（令和 6 年度） 
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資料５ 重点区域海岸の一覧表 

表 重点区域海岸一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 重点区域海岸一覧表 
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資料６ 個票 重点区域海岸の概要 
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